
表 裏 ※入力時 Ｓ は付けない

自宅電話番号がない場合は、
保護者の電話番号

すべて記入

本人名義の口座が無ければ、 受付できません。 進学届を入力時に口座情報が必要。

契約者又は入居者として本人氏名の記載がある「賃貸借契約書」や「入寮許可書」等の提出が必要

「給付奨学金」候補者は下記のいずれかに ✔ が必要

「人的保証」の方は下記のいずれかに ✔ が必要

「必要」 の方は
どちらかに ✔

上にチェックする方は①・②の書類提出がないと申請できません。

書類が提出できない方は一時金を 「辞退」 してください。

「人的保証」 の方は裏面３. （２） を確認

「人的保証」
の方は

どちらかに ✔

上にチェックする場合、 連帯保証人と保証人の情報を次ページ 「連帯保証人 ・ 保証人の選任条件」
で確認が必要。 例外の保証人 （６５歳以上、 4 親等以外） を選任する場合は、 後日証明書類の提出
が必要です。
【連帯保証人 （父母） 、 保証人 （６５歳未満で別生計の 4 親等以内） 次ページ参照】

２枚目の 「本人保管用」
は提出しない！

【進学提出用】 のみミシン目を切り離して郵送してください。
【本人保管用】 は進学届のインターネット入力時に必要な 「進学届提出用パスワード」 が
記載されています。 手元に保管しておいてください。

申込 「必要」 の方のみ裏面３. （１） を確認
申込 「不要」 の方は裏面への記入なし

ミシン目を切り離して　　　　　1 枚目のみ提出すること！



（参考） 連帯保証人・保証人の選任条件 

 

連帯保証人【原則、父母】 保証人【原則、おじ・おば等】 

【あなたが未成年者の場合】 

あなたの親権者 又は 未成年後見人。 

【あなたが成年者の場合】 

あなたの父母。 

父母がいない等の場合は、４親等以内の親族。（※） 

① 父母以外の人。 

② あなた及び連帯保証人と別生計の人。 

③ 連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。 

④ ４親等以内の親族。（※） 

⑤ 進学届提出日時点で65歳未満の人。（※） 

連帯保証人・保証人 

共通の条件 

① あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

② 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の人は選任できません。 

③ 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60

歳未満の人でなければ選任できません。 

 

 

 

 

 

【代替要件】 
連帯保証人については「４親等以内の親族」、保証人については「４親等以内の親族」又は「６５

歳未満」であることの条件を満たさない場合、「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有す

ると認められる人」であることを示す書類として「返還保証書」及び資産等に関する証明書類を提出

することにより選任できます。 

具体的には次の条件Ａ～Ｃのいずれか１つ以上を満たす必要があります。事前に、その人の収入・

所得や資産等に関する証明書類により基準を満たすことを必ず確認してください。 

 条件 証明書類 

A 

給与所得者：年間収入金額 ≧ 320万円 所得証明書、源泉徴収票等 

給与所得者以外：年間所得金額 ≧ 220万円 所得証明書、確定申告書の控え等 

B  書明証高残金貯預 額総定予与貸 ≧ 高残金貯預

C 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 固定資産評価証明書 

上記のＡ～Ｃを組み合わせて返還予定総額の保証を証明する場合は、以下のとおりとします。 

組合せ 条件 

A＋B 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

A＋C 年間収入 ＋ （ 固定資産の評価額 ÷ 16(年) ） ≧ 320万円（※） 

B＋C 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ≧ 貸与予定総額 

A＋B＋C 年間収入 ＋ （ 預貯金残高 ＋ 固定資産の評価額 ） ÷ 16(年) ≧ 320万円（※） 

（※） 320万円は給与所得者の場合。給与所得者以外の場合は220万円となります。  

４親等以内の親族とは、「４親等以内の血族、配偶者、３親等以内の姻族」

のことをいいます（右図参照）。 

ただし、４親等以内であっても「連帯保証人・保証人共通の条件」を満たし

ていない場合は選任できません。 

（※）については、次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。 
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等親２等親２等親４
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（参考） 保証人の選任に関するＱ＆Ａ 

 

 

このページでは、特にお問い合わせの多い「保証人」の選任に関するＱ＆Ａを掲載し

ていますので、参考にしてください。 

 

 

Ｑ１ 離婚して親権を失った父（母）親を保証人に選任できますか。 

Ｑ２ 養子縁組により親権を失った実父（実母）を保証人に選任できますか。 

Ｑ３ 配偶者の父（母）を保証人に選任できますか。 

Ａ 条件付で保証人に選任できます。あなた（採用候補者本人）及び連帯保証人と別生計の方であっ

て、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により「貸与予定総額の返還を確実に

保証できる資力を有する」と認められる方（10ページ参照）であることが条件です。 

※ 進学届提出時に、保証人の「あなたとの続柄」を「父」（「母」）ではなく「その他（知人等）」として入

力することが必要です。また、「返還誓約書」を提出する際に、保証人の「返還保証書」及び資産等に関する

証明書類の提出が必要です。 

 

 

Ｑ４ 令和２年3月に成人する（20歳になる）きょうだいを保証人に選任できますか。 

Ａ４ 進学届に入力する誓約日時点（令和２年4月以降）で成人している（20歳になっている）きょ

うだいについては、次の①・②の条件を両方とも満たせば、保証人として選任できます。 

① 学生でない方（学生である方は保証人に選任できません） 

② 本人及び連帯保証人と別生計の方 

※ きょうだいは2親等の親族であるため、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出は不要です。 

 

 

上記の場合でも、特に、「連帯保証人・保証人共通の条件」（10ページ参照）につい

て、条件に合致していることを確認してください。 

(1) あなたの配偶者・婚約者は選任できません。 

(2) 未成年者・学生・債務整理中（破産等）の方は選任できません。 

(3) 貸与終了時（貸与終了月の末日時点）にあなたが満45歳を超える場合は、その時

点で60歳未満の方でなければ選任できません。 
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